
 

 

 

 

 

令和７年第４回市議会定例会 
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提出議案（合計１６件）の内訳 

 

【条例案件】 ……９件 

一部改正 ８件（新座市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

ほか７件） 

廃止 １件（新座市施設等利用費の支給の対象となる特定子ども・子育て支

援を提供する認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例を廃止する条例） 

 

【予算案件】 ……６件 

補正 ６件（令和７度新座市一般会計補正予算（第６号）ほか５件） 

 

【人事案件】 ……１件（新座市教育委員会委員の任命について） 
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【条例案件】 ……９件（一部改正８件、廃止１件） 

 

議案第９６号 新座市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

一部改正等に伴い、所要の規定の整備を図るもの 

〔施行日〕  

施行日は、公布の日とする。 

 

議案第９７号 新座市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例及び新座市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

児童福祉法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るもの 

〔施行日〕  

施行日は、公布の日とする。 

 

議案第９８号 新座市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規

定の整備を図るもの 

〔施行日〕  

施行日は、公布の日とする。 

 

議案第９９号 新座市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定の整備を図るもの 

〔施行日〕  

施行日は、公布の日とする。 

 

議案第１００号 新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例の一部を改正す
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る条例 

〔要旨〕 

開発行為等を行う者に対し、道路反射鏡又は道路照明灯の設置を義務付ける

もの 

［条例改正の背景］ 

開発行為等に係る道路反射鏡又は道路照明灯の設置について、努力義務と

していることから、開発行為等を行う者が設置を行わない場合があることが

課題となっている。 

このことを踏まえて、開発行為等に係る道路反射鏡又は道路照明灯の設置

を義務化することとして、条例を改正するものである。 

〔施行日〕  

施行日は、令和８年４月１日とする。 

 

議案第１０１号 新座市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

道路の占用料の額を改定するもの 

［条例改正の背景］ 

令和５年４月１日付けで施行された道路法施行令の一部改正により、国の

道路占用料が改定されたことに伴い、本市においても、地価水準の変動等の

ほか、近隣市の状況を踏まえて、道路占用料の額の見直しを図ることとし

て、条例を改正するものである。 

〔施策の効果及び影響〕 

占用物件 

占用料 

単位 
額 

現 行 改正後 

道路法第３２
条第１項第１
号に掲げる工
作物 

第１種電柱 １本につき１年 1,600 円 2,000 円 

第２種電柱 2,400 円 3,000 円 

第３種電柱 3,300 円 4,100 円 

第１種電話柱 1,400 円 1,800 円 

第２種電話柱 2,300 円 2,800 円 

第３種電話柱 3,100 円 3,900 円 

その他の柱類 140 円 180 円 

共架電線その他上空
に設ける線類 

長さ１メートルにつ
き１年 

14 円 18 円 

地下電線その他地下
に設ける線類 

9 円 11 円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 1,400 円 1,700 円 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メー
トルにつき１年 

850 円 1,100 円 

変圧塔その他これに
類するもの及び公衆
電話所 

１個につき１年 2,800 円 3,500 円 

郵便差出箱 1,200 円 1,500 円 

広告塔 表示面積１平方メー
トルにつき１年 

8,500 円 同左 

その他のもの 占用面積１平方メー
トルにつき１年 

2,800 円 3,500 円 

道路法第３２ 外径が０．１メート 長さ１メートルにつ 120 円 同左 
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条第１項第２
号に掲げる物
件 

ル未満のもの き１年 

外径が０．１メート
ル以上０．１５メー
トル未満のもの 

180 円 同左 

外径が０．１５メー
トル以上０．２メー
トル未満のもの 

240 円 同左 

外径が０．２メート
ル以上０．４メート
ル未満のもの 

480 円 同左 

外径が０．４メート
ル以上１メートル未
満のもの 

1,200 円 同左 

外径が１メートル以
上のもの 

2,400 円 同左 

道路法第３２条第１項第３号及び第
４号に掲げる施設 

占用面積１平方メー
トルにつき１年 

2,800 円 3,500 円 

道路法第３２
条第１項第５
号に掲げる施
設 

地下街
及び地
下室 

階数が１の
もの 

近傍類似の土
地 の 時 価 に
０．００４を
乗じて得た額 

同左 

階数が２の
もの 

近傍類似の土
地 の 時 価 に
０．００７を
乗じて得た額 

同左 

階数が３以
上のもの 

近傍類似の土
地 の 時 価 に
０．００８を
乗じて得た額 

同左 

上空に設ける通路 4,200 円 同左 

地下に設ける通路 2,500 円 同左 

その他のもの 2,800 円 3,500 円 

道路法第３２条第１項第６号に掲げ
る施設 

占用面積１平方メー
トルにつき１月 

850 円 同左 

道路法施行令
第７条第１号
に掲げる物件 

看 板
（アー
チであ
るもの
を 除
く。） 

一時的に設
けるもの 

表示面積１平方メー
トルにつき１月 

850 円 同左 

その他のも
の 

表示面積１平方メー
トルにつき１年 

8,500 円 同左 

標識 １本につき１年 2,300 円 2,800 円 

旗ざお １本につき１月 850 円 同左 

幕（道路法施行令第
７条第４号に掲げる
工事用施設であるも
のを除く。） 

その面積１平方メー
トルにつき１月 

850 円 同左 

アーチ 車道を横断
するもの 

１基につき１年 84,600 円 同左 

その他のも
の 

42,300 円 同左 

道路法施行令第７条第４号に掲げる
工事用施設及び同条第５号に掲げる
工事用材料 

占用面積１平方メー
トルにつき１月 

850 円 同左 

道路法施行令第７条第６号に掲げる
仮設建築物及び同条第７号に掲げる
施設 

280 円 350 円 

道路法施行令
第７条第８号

トンネルの上又は高
架の道路の路面下に

占用面積１平方メー
トルにつき１年 

近傍類似の土
地 の 時 価 に

同左 
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に掲げる施設 設けるもの ０．０１２を
乗じて得た額 

上空に設けるもの 近傍類似の土
地 の 時 価 に
０．０２を乗
じて得た額 

同左 

その他のもの 近傍類似の土
地 の 時 価 に
０．０２８を
乗じて得た額 

同左 

道路法施行令
第７条第９号
に掲げる施設 

建築物 近傍類似の土
地 の 時 価 に
０．０１２を
乗じて得た額 

同左 

その他のもの 近傍類似の土
地 の 時 価 に
０．００９を
乗じて得た額 

同左 

〔施行日〕  

施行日は、令和８年４月１日とする。ただし、施行日前に許可をした年単位

で占用料を徴収する占用物件については、当該許可に係る期間において、新た

に徴収する占用料の額が前年度の額の１．２倍を超えないよう調整する。 

 

議案第１０２号 新座市立公民館条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

栄公民館の施設の名称及び使用料を改めるもの 

［条例改正の背景］ 

栄公民館の長寿命化改修工事に伴い、会議室兼軽体育室及び児童室の設備

の増設並びに研修室の拡張を行う。 

このことにより、会議室兼軽体育室及び児童室の名称を変更し、研修室の

使用料を改めることとして、条例を改正するものである。 

〔施策の効果及び影響〕 

 １ 施設の名称 

  ⑴ 現 行 会議室兼軽体育室 

改正後 スタジオ 

⑵ 現 行 児童室 

  改正後 プレイルーム 

 ２ 使用料（研修室） 

 午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

現 行 ８３０円 ５２０円 ５２０円 １，２５０円 ２，５１０円 

改正後 １，０４０円 ６２０円 ６２０円 １，４６０円 ２，９３０円 

〔施行日〕  

施行日は、令和８年５月１日とする。 
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議案第１０３号 新座市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

〔要旨〕 

分担金（※）及び水道料金の額を改定するもの 

※ 給水装置の新設又は改造を行う者が、水道メーターの口径の大きさに応じて負担

する額をいう。 

［条例改正の背景］ 

本市の令和８年度以降の水道事業の収支について、埼玉県水道用水供給事

業から購入している県水受水単価の増額改定及び節水型機器等の普及による

使用水量の減少に伴う水道料金収入の減により、分担金及び水道料金の額を

改定することとして、条例を改正するものである。 

〔施策の効果及び影響〕 

１ 分担金 

水道メーター 

口径 

分担金（１給水装置につき） 

現行 改正後 

１３㎜ １２０，０００円 １６３，０００円 

２０㎜ ２１０，０００円 ３５０，０００円 

２５㎜ ４２０，０００円 ７３８，０００円 

３０㎜ ７２０，０００円 １，２１３，０００円 

４０㎜ １，４６０，０００円 ２，２１３，０００円 

５０㎜ ２，９１０，０００円 ３，９３８，０００円 

７５㎜ ８，２４０，０００円 ９，１００，０００円 

１００㎜ １６，２００，０００円 ２０，２５０，０００円 

１５０㎜以上 水道メーターの断面積及

び流量等を基礎として市

長が別に定める額 

同左 

２ 基本料金 

水道メーター 

口径 

基本料金（月額） 

現行 改正後 

１３㎜ ４７０円 ５５０円 

２０㎜ ６７０円 ７９０円 

２５㎜ １，８００円 ２，１９０円 

３０㎜ ３，６００円 ４，３８０円 

４０㎜ ７，５００円 ９，１５０円 

５０㎜ １４，０００円 １７，１００円 

７５㎜ ３８，０００円 ４６，４００円 

１００㎜ ６０，０００円 ７３，５００円 

１５０㎜以上 水道メーターの断面積及

び流量等を基礎として市

長が別に定める額 

同左 

３ 水量料金 

使用水量 
水量料金（月額・１㎥につき） 

現行 改正後 

１㎥から１０㎥まで ５８円 ７０円 

１０㎥を超え２０㎥まで ９０円 １１０円 

２０㎥を超え５０㎥まで １１０円 １４０円 
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５０㎥を超え１００㎥まで １５０円 １９０円 

１００㎥を超える分 １９０円 ２４０円 

臨時用に使用する場合 ２９０円 ３５０円 

〔施行日〕  

施行日は、令和８年４月１日とする。 

 

議案第１０４号 新座市施設等利用費の支給の対象となる特定子ども・子育て支

援を提供する認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例を廃止する条例 

〔要旨〕 

施設等利用費の支給の対象となる特定子ども・子育て支援を提供する認可外

保育施設の設備及び運営に関する基準を廃止するもの 

［条例廃止の背景］ 

認可外保育施設については、子ども・子育て支援法の規定により、令和元

年１０月１日から５年間は、国の基準を満たしていなくても保育料の無償化

の対象となるが、市町村が条例で基準を定める場合は、当該基準を満たした

施設にその対象を限定することができることとされた（条例で定める基準に

ついては、国の基準を超えない範囲内で定めることができる。）。 

本市は、国の基準を満たしていることを条件として求めることとして、条

例を制定したが、５年の期間が終了したため、廃止するものである。 

〔施行日〕 

  施行日は、公布の日とする。 

 

 

【予算案件】 ……６件（補正６件） 

 

議案第１０５号 令和７年度新座市一般会計補正予算（第６号） 

 

議案第１０６号 令和７年度新座市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

議案第１０７号 令和７年度新座市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

議案第１０８号 令和７年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

議案第１０９号 令和７年度新座市水道事業会計補正予算（第２号） 
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議案第１１０号 令和７年度新座市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 

【人事案件】 ……１件 

 

議案第１１１号 新座市教育委員会委員の任命について  
新座市教育委員会委員に欠員が生じていることに伴い、新たに荒井晃子氏を任

命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により提案するもの 
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追加を予定する議案（９件） 

 

【条例案件】 ……４件（一部改正４件） 

 

議案第   号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

議案第   号 新座市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例 

 

議案第   号 新座市特別職で常勤の職員の給与等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

議案第   号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

【予算案件】 ……４件（補正４件） 

 

議案第   号 令和７年度新座市一般会計補正予算（第７号） 

 

議案第   号 令和７年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

議案第   号 令和７年度新座市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

議案第   号 令和７年度新座市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 

【契約案件】 ……１件 

 

議案第   号 工事請負契約の変更について〔新座市立第二中学校校舎長寿命

化改修工事〕 


